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太
平
真
君
五
年
正
月
以
前
の
蓋
呉
の
反
乱
に
つ
い
て春

本

秀

雄

は
じ
め
に

先
の
拙
論
に
「
北
魏
廃
仏
の
説
に
つ
い
て
―
―
蓋
呉
と
図
讖
と
僧
侶
の
関
係
―
―
」（『
小
此
木
輝
之
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

歴
史
と

文
化
』　

青
史
出
版　

二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉）
が
あ
る
。
こ
こ
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
（
１
）
。

蓋
呉
の
反
乱
の
時
期
に
つ
い
て
は
、『
宋
書
』
索
虜
伝
で
は
元
嘉
二
十
三
年
（
四
四
六
）
と
あ
り
、『
魏
書
』
太
武
帝
紀
で
は
太
平

真
君
六
年
（
四
四
五
）
九
月
と
あ
り
、
更
に
、『
魏
書
』
釈
老
志
で
は
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
正
月
の
第
二
回
目
の
廃
仏
（
と

図
讖
禁
絶
）
の
詔
が
出
る
以
前
で
あ
る
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
元
嘉
二
十
三
年
（
四
四
六
）
に
も
、
太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）

九
月
に
も
、
更
に
、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
正
月
の
第
二
回
目
の
廃
仏
（
と
図
讖
禁
絶
）
の
詔
が
出
る
以
前
に
も
蓋
呉
の
反

乱
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
回
目
の
廃
仏
（
と
図
讖
禁
絶
）
の
行
な
わ
れ
た
、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）

の
正
月
以
前
に
も
蓋
呉
は
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
も
の
と
考
え
る
。

と
あ
る
。
し
か
し
、呂
宗
力
先
生
（
以
下
本
文
に
お
い
て
「
先
生
」
の
敬
称
を
省
略
す
る
。）
の
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高

敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五
～
二
五
二
頁
）
で
は
、
蓋
呉
（
四
一
七
～
四
四
六
）
の
反
乱
を

一
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太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）
と
だ
け
し
て
い
る
（
２
）

。
ま
た
、
長
安
寺
院
の
兵
器
の
私
蔵
を
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
と
し
て
い
る
（
３
）

。
呂
宗

力
の
こ
の
部
分
の
見
解
に
は
問
題
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
呂
宗
力
の
太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）
の
蓋
呉
の
反
乱
に
つ
い
て
は
、『
魏

書
』
巻
四
下 

世
祖
紀
第
四
下
に
太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）
九
月
と
あ
る
の
で
、
呂
宗
力
は
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

前
記
の
拙
稿
の
よ
う
に
、太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
正
月
以
前
に
も
蓋
呉
は
反
乱
を
起
こ
し
て
い
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
更
に
、

長
安
寺
院
の
兵
器
の
私
蔵
を
呂
宗
力
は
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
と
し
て
い
る
が
、
長
安
寺
院
の
兵
器
の
私
蔵
は
、『
魏
書
』
釈
老
志

に
は
（
第
三
回
目
の
廃
仏
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
で
は
な
く
て
、）
第
二
回
目
の
廃
仏
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
正
月
以
前

と
あ
る
（
４
）
。
こ
の
よ
う
な
呂
宗
力
の
不
可
解
な
見
解
の
部
分
に
つ
い
て
、
本
拙
稿
に
お
い
て
明
確
に
し
、
そ
の
不
可
解
な
見
解
の
部
分
は
何

故
そ
の
よ
う
な
見
解
に
な
っ
た
の
か
、
更
に
、
何
が
正
し
い
見
解
と
言
え
る
の
か
、
等
々
、
に
つ
い
て
詳
述
し
て
み
た
い
。
更
に
、
呂
宗

力
の
論
文
に
お
け
る
引
用
文
献
で
あ
る
呂
思
勉
（
一
八
八
四
～
一
九
五
七
）
著
『
両
晋
南
北
朝
史
』（
台
湾
開
明
書
店　

一
九
六
九
年
〈
民

国
五
十
八
〉） 「
第
八
章　

宋
初
南
北
情
勢
」
三
七
五
頁
と
林
旅
芝
著
『
鮮
卑
史
』（
波
文
書
局　

一
九
七
三
年
） 「
第
二
十
五
章　

拓
跋
鮮

卑
之
宗
教
」
第
二
節　

佛
教　

三
七
五
頁
と
の
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
も
こ
こ
に
明
確
に
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

一　

呂
宗
力
の
見
解

呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五
～

二
五
二
頁
）
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
５
）

。

太
平
真
君
五
年
禁
令
，
并
非
专
对
谶
纬
，
实
际
上
主
要
针
对
师
巫
和
佛
教
僧
侣
，
兼
禁
私
养
手
工
艺 　

工
匠
。
这
宗
公
案
涉
及
南

北
朝
时
期
佛
道
斗
争
，
引
起
许
多
中
国
宗
教
史
学
者
的
注
意
。
其
中
比
较
流
行
的
看
法
，
以
为
太
武
帝
在
崔
浩
和
寇
谦
之
的
影
响
下
，

崇
道
灭
佛
，
致
有
此
举
。
６
７　

对
此
吕
思
勉
有
所
考
证
，
结
论
是
太
武
帝
之
废
佛
，
主
要
是
发
现
长
安
一
寺
院
收
藏
兵
器
，
因
而

二
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怀
疑
僧
侣
们
与
叛
乱
者
盖
吴
等
通
谋
，
再
加
上
因
某
些
僧
侣
为
其
政
治
对
手
服
务
而
引
起
的
积
怨
，
崔
浩
兴
道
灭
佛
之
游
说
尚
在
其

次
。
６
８　

亦
即
是
说
，
太
武
帝
发
布
禁
令
的
动
机
，
与
其
说
出
于
个
人
信
仰
或
好
恶
，
不
如
说
出
于
实
际
政
治
斗
争
的
考
虑
。
此

说
不
为
无
据
。
院
的
不
軌
行
为
而
迁
怒
佛
教
全
体
？
但
是
拓
跋
魏
自
道
武
帝
进
中
原
以
来
，即
礼
敬
佛
教
。
太
武
帝
虽
然
转
而
崇
道
，

何
至
于
因
某
一
寺
又
为
甚
么
同
时
葶
谶
？
当
时
反
叛
者
此
起
彼
伏
，
为
甚
么
独
对
盖
吴
之
乱
如
此
敏
感
？
或
说
禁
令
是
因
沙
门
、
师

巫
、图
谶
造
成
许
多
社
会
的
弊
端
。
那
么
道
教
何
尝
不
是
如
此
？
春
本
秀
雄
认
为
，废
佛
禁
谶
出
于
同
一
理
由
：
据
《
宋
书•

索
虏
传
》

和
《
魏
书
，
释
老
志
》，
北
魏
当
时
流
传
一
谣
谶
：　

“
灭
虏
吴
也
。
”
太
武
帝
“
甚
恶
之
”
。
及
盖
吴
乱
起
，
其
名
恰
与
瑶
合
，

太
武
自
然
不
能
容
忍
，
必
平
之
而
后
快
。
恰
又
在
此
时
发
现
寺
院
有
通
盖
嫌
疑
，
加
上
崔
浩
等
人
的
煽
惑
，
遂
有
废
佛
禁
谶
之
举
。

此
说
较
旧
说
圆
满
，
但
忽
略
了
一
个
重
要
史
实:

盖
吴
之
乱
起
于
太
平
真
君
六
年
（
４
４
５
） 

，
长
安
寺
院
私
藏
兵
器
案
揭
发
于
太

平
真
君
七
年
，而
禁
绝
沙
门
图
谶
诏
书
颁
布
于
太
平
真
君
五
年
。
所
以
盖
吴
之
乱
和
长
安
寺
院
案
可
说
为
废
佛
禁
谶
事
件
火
上
加
油
，

却
不
能
说
是
其
起
因
。（
６
７　

参
见
春
本
秀
雄
“
北
魏
太
武
帝
の
废
佛
と
图
谶
禁
绝
に
つ
い
て
の
一
试
论
”
，载
中
村
璋
八
编《
纬

学
研
究
论 

丛
》，
東
京
平
河
出
版
社
，
１
９
９
３
年
版
，
第
２
９
９
～
３
２
４
页
。　

６
８　

同
上
（
呂
思
勉
《
两
晋
南
北
朝
史
》，

第
３
７
５
頁
。）（
太
平
真
君
五
年
の
禁
令
は
、
専
ら
讖
緯
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
事
実
上
は
主
に
師
巫
と
仏
教
の
僧
侶
に
対

す
る
も
の
で
、
更
に
、
私
養
の
手
工
芸
の
工
匠
を
も
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
禁
令
は
南
北
朝
時
代
の
仏
教
と
道
教
の
闘
争
に
及
ぶ
も
の

で
、
多
く
の
中
国
の
宗
教
史
学
者
の
注
意
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
比
較
的
に
流
行
し
て
い
る
見
解
で
は
、
太
武
帝
が
崔

浩
と
寇
謙
之
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、
道
教
を
崇
拝
し
、
仏
教
を
廃
棄
し
て
、
こ
の
よ
う
な
禁
令
に
な
っ
た
と
し
た
（
６
）

。
こ
れ
に
対
し
て

呂
思
勉
の
考
証
が
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
そ
の
主
要
を
な
す
も
の
は
長
安
の
一
寺
院
が
兵
器
を
収
蔵
し
、
こ

れ
に
よ
っ
て
僧
侶
達
が
叛
乱
者
で
あ
る
蓋
呉
等
と
通
謀
を
懐
疑
し
て
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
加
え
て
、
あ
る
僧
侶
の
政
治
に
服

従
す
る
上
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
積
怨
に
対
し
て
で
も
あ
る
。
崔
浩
が
道
教
を
興
し
て
仏
教
を
廃
棄
す
る
と
言
う
よ
う
な
説
は
そ
の
次

に
な
る
。
ま
た
、
即
ち
、
こ
の
（
呂
思
勉
の
）
説
は
、
太
武
帝
が
禁
令
を
発
布
し
た
動
機
が
、
個
人
の
信
仰
或
い
は
好
悪
に
出
て
い

て
、
実
際
の
政
治
闘
争
の
考
慮
を
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
呂
思
勉
の
説
に
根
拠
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
拓
跋
魏
は

三
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道
武
帝
が
中
原
に
進
行
し
て
よ
り
以
来
、
即
ち
、
佛
教
に
礼
敬
し
て
い
た
。
太
武
帝
は
転
じ
て
、
道
教
を
尊
崇
し
て
い
た
が
、
何
故

某
一
寺
院
の
常
軌
を
逸
し
た
行
為
に
よ
っ
て
、
佛
教
全
体
に
怒
り
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
同
時
に
讖
を
貶

め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
反
逆
者
は
こ
こ
そ
こ
に
跋
扈
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
に
、
ど
う
し
て
蓋
呉
の
反
乱
に
対
し
て
の

み
、
こ
の
よ
う
に
敏
感
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
あ
る
い
は
禁
令
は
沙
門
・
師
巫
、
図
讖
が
造
成
し
た
幾
多
の
社
会
的
弊
害

に
よ
る
も
の
だ
と
言
う
。
そ
れ
な
ら
ば
そ
の
道
教
は
ど
う
し
て
こ
の
廃
棄
に
相
当
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
春
本
秀
雄
は
次
の
よ
う

に
考
え
た
。
つ
ま
り
、
廃
仏
、
禁
讖
は
同
一
の
理
由
に
よ
る
と
し
た
。『
宋
書
』
索
虜
伝
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
北
魏
当
時
の
一
謠

讖
で
あ
る
「
虜
を
滅
す
る
は
呉
な
り
」
が
流
伝
し
て
い
た
と
あ
る
。
太
武
帝
は
は
な
は
だ
こ
れ
を
悪
み
、
蓋
呉
の
乱
起
に
及
び
、
そ

の
名
が
知
れ
渡
る
こ
と
が
、
太
武
帝
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
容
認
で
き
ず
、
こ
れ
を
征
伐
し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
か
っ
た
。
あ
た

か
も
ま
た
こ
の
時
期
に
寺
院
が
蓋
呉
に
通
じ
て
い
る
嫌
疑
を
発
現
し
て
、
崔
浩
等
の
煽
惑
も
加
わ
り
、
つ
い
に
、
廃
仏
禁
讖
の
挙
が

あ
っ
た
と
し
た
。
こ
の
（
春
本
）
説
（
筆
者
の
説
）
は
従
来
の
説
（
呂
思
勉
の
説
）
と
比
較
し
て
（
そ
の
欠
を
補
っ
て
い
て
）
円
満

充
実
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
つ
の
重
要
な
史
実
を
見
落
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
蓋
呉
の
反
乱
は
太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）
で

あ
り
、
長
安
寺
院
の
兵
器
の
私
蔵
の
件
は
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
に
摘
発
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
し
て
、
沙
門
、
図
讖
の
禁
絶
の

詔
は
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
蓋
呉
の
反
乱
と
長
安
寺
院
の
件
は
、
廃
仏
と
禁
讖
事
件

に
火
に
油
を
注
い
だ
も
の
の
よ
う
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、つ
ま
り
、そ
の
起
因
す
る
と
こ
ろ
と
言
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。）

と
あ
る
。
呂
宗
力
は
太
武
帝
（
四
〇
八
～
四
五
二
）
が
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
発
布
し
た
の
は
太
平
真
君
五
年
〈
四
四
四
〉
で
あ

り
、
蓋
呉
の
反
乱
は
こ
の
後
の
太
武
帝
が
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
発
布
し
た
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
一
年
後
の
太
平
真
君
六

年
（
四
四
五
）
の
こ
と
で
あ
り
、
更
に
、
長
安
寺
院
の
武
器
私
蔵
も
二
年
後
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
で
あ
る
の
で
、
廃
仏
と
図
讖

禁
絶
の
起
因
と
し
て
蓋
呉
の
反
乱
と
長
安
寺
院
の
武
器
私
蔵
の
件
を
考
え
る
こ
と
は
、
史
実
を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
春
本
説
は
呂
思
勉
の
説
の
欠
を
補
っ
て
円
満
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
史
実
を
無
視
し
た
成
立
し
得
な
い
見
解
で
あ
る
と
呂
宗

力
は
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
呂
宗
力
の
見
解
は
誤
り
で
あ
り
成
り
立
た
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

四
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先
の
拙
論
「
北
魏
廃
仏
の
説
に
つ
い
て
―
―
蓋
呉
と
図
讖
と
僧
侶
の
関
係
―
―
」（『
小
此
木
輝
之
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

歴
史
と
文

化
』
青
史
出
版　

二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

北
魏
の
廃
仏
は
、
図
讖
禁
絶
が
「
主
」
で
廃
仏
が
「
従
」
の
関
係
の
上
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
（
７
）

。

北
魏
の
廃
仏
は
、
太
武
帝
、
崔
浩
、
寇
謙
之
の
三
者
の
思
想
を
十
分
に
把
握
し
て
廃
仏
の
真
相
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
筆

者
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
（
８
）

。
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
為
政
者
で
あ
る
太
武
帝
に
廃
仏
の
思
想
が
な
く
、
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観

を
持
つ
新
天
師
道
の
信
仰
者
で
あ
る
太
武
帝
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
仏
教
養
護
派
な
の
で
あ
る
か
ら
、
側
近
の
崔
浩
が
い
く
ら
廃

仏
、
廃
仏
と
唱
え
て
み
て
も
、
そ
れ
が
易
々
と
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
逆
に
、
廃
仏
を
崔
浩
が
太
武
帝
に
進
言
す
れ
ば

進
言
す
る
程
、
太
武
帝
に
と
っ
て
は
そ
の
言
を
受
け
入
れ
る
よ
り
も
崔
浩
を
失
脚
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
向
に
気
持
ち
が
傾
く
は
ず
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
崔
浩
の
進
言
の
通
り
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
進
言
を
聞
き
入
れ
た
太

武
帝
に
崔
浩
の
進
言
以
外
に
廃
仏
断
行
の
強
い
理
由
、
意
思
が
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
何
か
、
と
言
う
こ

と
を
太
武
帝
、
崔
浩
、
寇
謙
之
の
考
え
方
を
明
確
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
を
考
え
、
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
武
功
第
一
の
太
武

帝
に
と
っ
て
は
、「
魏
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
で
あ
る
」
の
謠
言
が
許
せ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
着
く
。
蓋
呉
と
通
謀
し
て

い
た
長
安
の
一
寺
院
は
壊
滅
し
て
然
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
が
、
一
寺
院
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
仏
教
全
て
を
廃
棄
し
た
の
は
崔
浩
の
進

言
が
あ
っ
た
と
は
言
う
も
の
の
そ
れ
が
決
定
的
な
理
由
で
は
な
い
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信
仰
す
る
君
主

で
あ
っ
た
太
武
帝
が
廃
仏
の
断
を
下
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
太
武
帝
自
身
の
武
功
を
第
一
に
考
え
る
太
武
帝
の
決
断
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
廃
仏
の
行
わ
れ
た
真
の
決
定
的
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
崔
浩
の
進
言
に
よ
り
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で

は
な
く
、
太
武
帝
自
身
に
廃
仏
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
武
帝

の
側
近
で
あ
る
崔
浩
は
太
武
帝
の
廃
仏
断
行
の
後
押
し
を
し
た
形
な
の
で
あ
る
。

『
宋
書
』
索
虜
伝
に
、

先
是
、
虜
中
謠
言
、「
滅
虜
者
呉
也
。」
燾
甚
悪
之
。
二
十
三
年
、
北
地
濾
水
人
蓋
呉
、
年
二
十
九
、
於
杏
城
天
台
挙
兵
反
虜
、

五
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諸
戎
夷
普
並
響
応
、
有
衆
十
余
万
。
燾
聞
呉
反
、
悪
其
名
、
累
遣
軍
撃
之
、
輒
敗
。（
こ
れ
よ
り
先
、
虜
中
の
謠
言
に
、「
虜
を

滅
す
る
は
呉
な
り
。」
と
。
燾
甚
だ
こ
れ
を
悪
む
。
二
十
三
年
、
北
地
濾
水
の
人
、
蓋
呉
、
年
二
十
九
、
杏
城
天
台
に
於
い
て

挙
兵
し
虜
に
反
す
、
諸
も
ろ
の
戎
夷
普
ね
く
並
ん
で
響
応
し
、
衆
十
余
万
有
り
。
燾
、
呉
の
反
を
聞
き
、
其
の
名
を
悪
み
、
軍

を
累
遣
し
て
こ
れ
を
撃
ち
、
輒
ち
敗
る
。）

と
あ
る
。
武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、民
族
起
義
を
鎮
圧
す
る
為
に
、「
滅
虜
者
呉
也（
虜（
魏
）を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」

の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、「
謠
言
―
図
讖
―
僧
侶
―
仏
教
」
の
密
接
な
連
関
の
も

と
に
、
図
讖
禁
絶
と
連
携
し
て
廃
仏
は
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
第
二
回

目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
正
月
の
廃
仏
（
と
図
讖
禁
絶
）
も
、
三
回
目
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
三
月
の
廃
仏
も
、「
滅

虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
後
ろ
楯
と
し
た
蓋
呉
の
反
乱
を
完
膚
な
き
ま
で
に

鎮
圧
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
の
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
当
時
の
北
魏
社
会
に
お
け
る

「
謠
言
―
図
讖
―
僧
侶
―
仏
教
」
の
密
接
な
連
関
か
ら
し
て
、
完
膚
な
き
図
讖
禁
絶
を
す
る
こ
と
は
完
膚
な
き
廃
仏
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
相
互
の
関
係
性
が
あ
る
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信
仰
す
る
君
主
で
あ
っ
た
太
武
帝
は
完

膚
な
き
廃
仏
を
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
完
膚
な
き
廃
仏
は
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
は
何
故
か
。
蓋
呉
の
反
乱
を
く
い
止
め

る
為
に
は
、
先
ず
は
、「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
に
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
先
ず
は
太
武
帝
の
念
頭
に
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
蓋
呉
征
伐
の
過
程
で
長
安
の
一
寺
院
と
蓋
呉
が
通

謀
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
太
武
帝
は
知
っ
た
。
太
武
帝
は
こ
の
長
安
の
一
寺
院
だ
け
を
壊
滅
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
結
果

的
に
北
魏
全
土
に
お
い
て
完
膚
な
き
廃
仏
を
実
施
し
た
。
仏
教
を
内
包
し
た
世
界
観
を
持
つ
新
天
師
道
を
信
仰
す
る
君
主
で
あ
っ
た

太
武
帝
は
完
膚
な
き
廃
仏
を
し
て
は
い
け
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
完
膚
な
き
廃
仏
を
し
た
の
は
、
蓋
呉
征
伐
の
為
に
は
、
完

膚
な
き
図
讖
禁
絶
を
す
る
必
要
性
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
為
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
北
魏
の
廃
仏
は
、
図
讖
禁
絶
が
「
主
」

で
廃
仏
が
「
従
」
の
関
係
の
上
に
廃
仏
が
行
わ
れ
た
も
の
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

六
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と
あ
る
。
こ
こ
に
、「
第
二
回
目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
正
月
の
廃
仏
（
と
図
讖
禁
絶
）
も
、三
回
目
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）

三
月
の
廃
仏
も
、「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
後
ろ
楯
と
し
た
蓋
呉
の
反
乱
を

完
膚
な
き
ま
で
に
鎮
圧
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
太
武
帝
に
は
あ
っ
た
の
で
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。）」
と
し
た
。
第

二
回
目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
正
月
の
廃
仏
（
と
図
讖
禁
絶
）
が
何
故
、
行
な
わ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
（
９
）
、
第
二
回
目
の
太
平
真
君

五
年
（
四
四
四
）
正
月
の
廃
仏
（
と
図
讖
禁
絶
）
に
つ
い
て
の
『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
に
、

戊
申
、
詔
曰
、
愚
民
無
識
、
信
惑
妖
邪
、
私
養
師
巫
、
挟
蔵
讖
記
、
陰
陽
、
図
緯
、
方
伎
之
書
、
又
沙
門
之
徒
、
仮
西
戎
虚
誕
、
生
致
妖
孽
。

非
所
以
壱
斉
政
化
、
布
淳
徳
於
天
下
也
、
自
王
公
已
下
至
於
庶
人
、
有
私
養
沙
門
、
師
巫
及
金
銀
工
巧
之
人
在
其
家
者
、
皆
遣
詣
官

曹
、
不
得
容
匿
。
限
今
年
二
月
十
五
日
、
過
期
不
出
、
師
巫
、
沙
門
身
死
、
主
人
門
誅
。
明
相
宣
告
、
咸
使
聞
知
。」（
戊
申
、
詔
し

て
曰
わ
く
、
愚
民
、
識
無
く
、
妖
邪
を
信
惑
し
、
私
に
師
巫
を
養
い
、
讖
記
、
陰
陽
、
図
緯
、
方
伎
之
書
を
挟
蔵
し
、
又
、
沙
門
之

徒
、
西
戎
の
虚
誕
を
仮
に
し
て
、
妖
孽
（
凶
悪
の
萌
兆
）
を
生
致
す
。
政
化
を
壱
斉
に
し
、
淳
徳
を
天
下
に
布
く
所
以
に
非
ざ
る
也
、

王
公
よ
り
已
下
、
庶
人
に
至
る
ま
で
、
私
に
沙
門
、
師
巫
及
金
銀
工
巧
の
人
を
養
い
、
其
の
家
に
在
る
有
る
は
、
皆
な
官
曹
に
遣
詣

し
、
容
匿
を
得
ず
。
今
年
二
月
十
五
日
を
限
り
と
し
、
期
を
過
ぎ
出
で
ざ
る
は
、
師
巫
、
沙
門
身
、
死
、
主
人
、
門
誅
。
明
に
相
い

宣
告
す
、
咸
く
聞
き
知
ら
使
め
ん
。）

と
あ
る
。
師
巫
、
讖
記
、
陰
陽
、
図
緯
、
方
伎
之
書
、
沙
門
を
同
時
に
廃
禁
し
よ
う
と
す
る
そ
の
理
由
は
、『
魏
書
』
釈
老
志
に
、

会
蓋
呉
反
杏
城
、
関
中
騒
動
。
帝
乃
西
伐
至
於
長
安
。
先
是
、
長
安
沙
門
、
種
麥
寺
内
、
御
騶
牧
馬
於
麥
中
。
帝
入
観
馬
。
沙
門
飲

従
官
酒
。
従
官
入
其
便
室
、
見
大
有
弓
矢
矛
盾
、
出
以
奏
聞
。
帝
怒
曰
、
此
非
沙
門
所
用
、
當
與
蓋
呉
通
謀
、
規
害
人
耳
。
命
有
司

案
誅
一
寺
、
閲
其
財
産
、
大
得
醸
酒
具
及
州
郡
牧
守
冨
人
所
寄
藏
物
、
蓋
以
萬
計
。
又
爲
屈
室
、
與
貴
室
女
私
行
淫
亂
。
帝
既
忿
沙

門
非
法
。
浩
時
従
行
、
因
進
其
説
。
詔
誅
長
安
沙
門
、
焚
破
佛
像
、
勅
留
臺
、
下
四
方
令
、
一
依
長
安
行
事
。
又
詔
曰
、
彼
沙
門
者
、

假
西
戎
虚
誕
、
妄
生
妖
孽
、
非
所
以
一
齊
政
化
、
布
淳
徳
於
天
下
也
。
自
王
公
已
下
、
有
私
養
沙
門
者
、
皆
送
官
曹
、
不
得
隠
匿
。

限
今
年
二
月
十
五
日
、
過
期
不
出
、
沙
門
身
死
、
容
止
者
誅
一
門
。（
会
た
ま
蓋
呉
、
杏
城
に
反
し
、
関
中
、
騒
動
す
。
帝
、
乃
は

七
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ち
西
伐
し
て
長
安
に
至
る
。
是
れ
よ
り
先
に
、
長
安
の
沙
門
、
麥
麦
を
寺
内
に
種
ま
き
、
御
騶
、
馬
を
麦
中
に
牧
す
。
帝
、
入
り
て

馬
を
観
る
。
沙
門
、
従
官
に
酒
を
飲
ま
し
む
。
従
官
、
そ
の
便
室
に
入
り
て
、
大
い
に
弓
矢
・
矛
盾
あ
る
を
見
て
、
出
で
て
以
っ
て

聞
く
と
こ
ろ
を
奏
し
た
。
帝
、
怒
り
て
曰
は
く
、
此
れ
、
沙
門
の
用
ひ
る
所
に
非
ざ
る
、
当
に
蓋
呉
と
通
謀
し
て
、
人
に
害
を
規
せ

ん
べ
き
の
み
。
有
司
に
命
じ
て
案
じ
て
一
寺
を
誅
し
、
其
の
財
産
を
閲
る
に
、
大
い
に
醸
酒
の
具
、
及
び
、
州
郡
の
牧
守
、
冨
人
の

寄
藏
す
る
所
の
物
を
得
、
蓋
し
萬
計
を
以
っ
て
す
。
又
た
、
屈
室
た
る
は
、
貴
室
女
と
私
に
淫
亂
を
行
う
。
帝
、
既
に
沙
門
の
非
法

を
忿
る
。
浩
、
時
に
従
行
し
て
、
因
り
て
其
の
説
を
進
む
。
詔
し
て
長
安
の
沙
門
を
誅
し
、
佛
像
を
焚
破
し
、
留
臺
に
勅
し
て
、
四

方
に
下
し
て
令
し
、
一
へ
に
長
安
の
行
事
に
依
っ
た
。
又
た
詔
し
て
曰
は
く
、
彼
の
沙
門
は
、
西
戎
の
虚
誕
を
仮
に
し
て
、
妄
り
に

妖
孽
を
生
じ
、政
化
を
一
斉
に
し
て
、淳
徳
を
天
下
に
布
く
所
以
に
非
ざ
る
な
り
。
王
公
よ
り
已
下
、私
に
沙
門
を
養
う
も
の
有
る
は
、

皆
な
官
曹
に
送
り
、隠
匿
を
得
ず
。
今
年
（
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
））
二
月
十
五
日
を
限
り
と
し
て
、期
、過
ぎ
て
出
で
ざ
る
は
、

沙
門
の
身
、
死
、
容
止
す
る
は
一
門
を
誅
す
。）

と
あ
る
。
更
に
、前
掲
の
『
宋
書
』
索
虜
伝
に
あ
る
よ
う
に
、武
功
第
一
の
太
武
帝
に
と
っ
て
は
、蓋
呉
の
民
族
起
義
を
鎮
圧
す
る
為
に
、「
滅

虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
が
あ
る
。
こ

の
図
讖
を
完
膚
な
き
ま
で
に
廃
絶
す
る
為
に
は
「
謠
言
―
図
讖
―
僧
侶
―
仏
教
」
の
密
接
な
連
関
を
廃
棄
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
折
り
し
も
、
崔
浩
も
進
言
す
る
廃
仏
を
す
る
た
め
に
、
太
武
帝
は
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
正
月
に
第
二
回
目
の
廃
仏
と
図
讖

禁
絶
の
詔
を
出
し
た
の
で
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
、
太

武
帝
が
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
出
す
前
に
蓋
呉
の
反
乱
が
あ
る
の
で
あ
り
、
長
安
寺
院
の
武
器
私
蔵

は
太
平
真
君
七
年
〈
四
四
六
〉
で
は
な
く
て
第
二
回
目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
詔
を
出
す
以
前
の
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
呂
宗
力
の
「
太
武
帝
が
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
発
布
し
た
の
は
太
平
真
君
五
年
〈
四
四
四
〉
で
あ
り
、
蓋
呉

の
反
乱
は
そ
の
後
の
太
平
真
君
六
年
〈
四
四
五
〉
で
あ
り
、
長
安
寺
院
の
武
器
私
蔵
は
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
で
あ
る
」
と
し
た
呂

宗
力
の
見
解
は
誤
り
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、つ
ま
り
、太
武
帝
が
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
発
布
し
た
の
は
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）

八
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で
あ
り
、
蓋
呉
の
反
乱
は
先
述
の
『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
、
太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）
で

は
な
く
て
、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
出
す
前
に
蓋
呉
の
反
乱
が
あ
る
の
で
あ
り
、
長
安
寺
院
の
武
器

私
蔵
も
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
で
は
な
く
て
第
二
回
目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
詔
を
出
す
以
前
に
あ
っ

た
の
あ
る
。

　

二　

呂
思
勉
著
『
両
晋
南
北
朝
史
』
に
つ
い
て

こ
こ
に
、
呂
思
勉
著
『
両
晋
南
北
朝
史
』（
台
湾
開
明
書
店　

一
九
六
九
年
〈
民
国
五
十
八
〉）
の
北
魏
の
廃
仏
の
記
述
に
つ
い
て
述
べ

て
み
た
い
。
同
書
「
第
八
章　

宋
初
南
北
情
勢
」
三
七
五
頁
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

釈
老
志
又
言
、
蓋
呉
反
杏
城
、
関
中
騒
動
。
帝
乃
西
伐
至
於
長
安
。
先
是
、
長
安
沙
門
、
種
麥
寺
内
、
御
騶
牧
馬
於
麥
中
。
帝
入
観
馬
。

沙
門
飲
従
官
酒
。
従
官
入
其
便
室
、
見
大
有
弓
矢
矛
盾
、
出
以
奏
聞
。
帝
怒
曰
、「
此
非
沙
門
所
用
、
當
與
蓋
呉
通
謀
、
規
害
人
耳
。」

命
有
司
案
誅
一
寺
、
閲
其
財
産
、
大
得
醸
酒
具
及
州
郡
牧
守
冨
人
所
寄
藏
物
、
蓋
以
萬
計
。
又
爲
屈
室
、
與
貴
室
女
私
行
淫
亂
。
帝

既
忿
沙
門
非
法
。
浩
時
従
行
、
因
進
其
説
。
詔
誅
長
安
沙
門
、
焚
破
佛
像
、
勅
留
臺
、
下
四
方
令
、
一
依
長
安
行
事
。
之
挙
。
然
則

佛
法
見
廢
、實
由
見
疑
與
蓋
呉
通
謀
、謂
由
崔
浩
進
説
者
、尚
未
知
其
眞
際
也
。（
釈
老
志
に
ま
た
言
ふ
。
蓋
呉
、杏
城
に
反
し
、関
中
、

騒
動
す
。
帝
、
乃
は
ち
西
伐
し
て
長
安
に
至
る
。
是
れ
よ
り
先
に
、
長
安
の
沙
門
、
麥
麦
を
寺
内
に
種
ま
き
、
御
騶
、
馬
を
麦
中
に

牧
す
。
帝
、
入
り
て
馬
を
観
る
。
沙
門
、
従
官
に
酒
を
飲
ま
し
む
。
従
官
、
そ
の
便
室
に
入
り
て
、
大
い
に
弓
矢
・
矛
盾
あ
る
を
見

て
、
出
で
て
以
っ
て
聞
く
と
こ
ろ
を
奏
し
た
。
帝
、
怒
り
て
曰
は
く
、
此
れ
、
沙
門
の
用
ひ
る
所
に
非
ざ
る
、
当
に
蓋
呉
と
通
謀
し
て
、

人
に
害
を
規
せ
ん
べ
き
の
み
。
有
司
に
命
じ
て
案
じ
て
一
寺
を
誅
し
、
其
の
財
産
を
閲
る
に
、
大
い
に
醸
酒
の
具
、
及
び
、
州
郡
の

牧
守
、
冨
人
の
寄
藏
す
る
所
の
物
を
得
、
蓋
し
萬
計
を
以
っ
て
す
。
又
た
、
屈
室
た
る
は
、
貴
室
女
と
私
に
淫
亂
を
行
う
。
帝
、
既

九
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に
沙
門
の
非
法
を
忿
る
。
浩
、
時
に
従
行
し
て
、
因
り
て
其
の
説
を
進
む
。
詔
し
て
長
安
の
沙
門
を
誅
し
、
佛
像
を
焚
破
し
、
留
臺

に
勅
し
て
、
四
方
に
下
し
て
令
し
、
一
へ
に
長
安
の
行
事
に
依
っ
た
。
こ
の
挙
あ
り
。
然
ら
ば
則
は
ち
、
佛
法
、
廃
さ
る
る
は
、
實

に
蓋
呉
と
通
謀
す
る
を
疑
う
を
見
、
崔
浩
の
進
説
に
由
る
を
謂
ふ
に
由
る
者
な
れ
ど
も
、
尚
ほ
未
だ
其
の
眞
際
を
知
ら
ざ
る
な
り
。）

と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
呂
思
勉
は
『
魏
書
』
釈
老
志
を
根
拠
に
し
て
述
べ
、
結
論
的
に
は
「
然
則
佛
法
見
廢
、
實
由
見
疑
與
蓋
呉
通
謀
、

謂
由
崔
浩
進
説
者
、
尚
未
知
其
眞
際
也
。（
然
ら
ば
則
は
ち
、
佛
法
、
廃
さ
る
る
は
、
實
に
蓋
呉
と
通
謀
す
る
を
疑
う
を
見
、
崔
浩
の
進

説
に
由
る
を
謂
ふ
に
由
る
者
な
れ
ど
も
、
尚
ほ
未
だ
其
の
眞
際
を
知
ら
ざ
る
な
り
。）」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
呂
宗
力
の

言
う）

（1
（

よ
う
に
、

吕
思
勉
有
所
考
证
， 
结
论
是
太
武
帝
之
废
佛
，
主
要
是
发
现
长
安
一
寺
院
收
藏
兵
器
，
因
而
怀
疑
僧
侣
们
与
叛
乱
者
盖
吴
等
通
谋
，

再
加
上
因
某
些
僧
侣
为
其
政
治
对
手
服
务
而
引
起
的
积
怨
，崔
浩
兴
道
灭
佛
之
游
说
尚
在
其
次
。
６
８
（
６
８　

同
上
（
呂
思
勉
《
両

晋
南
北
朝
史
》），
第
３
７
５
頁
。）（
呂
思
勉
の
考
証
が
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
太
武
帝
の
廃
仏
は
、
そ
の
主
要
を
な
す
も
の
は
長

安
の
一
寺
院
が
兵
器
を
収
蔵
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
僧
侶
達
が
叛
乱
者
で
あ
る
蓋
呉
等
と
通
謀
を
懐
疑
し
て
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
更

に
加
え
て
、
あ
る
僧
侶
の
政
治
に
服
従
す
る
上
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
積
怨
に
対
し
て
で
も
あ
る
。
崔
浩
が
道
教
を
興
し
て
仏
教
を
廃

棄
す
る
と
言
う
よ
う
な
説
は
そ
の
次
に
な
る
。）

と
呂
思
勉
は
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、寧
ろ
、呂
思
勉
の
考
証
で
は
、「
尚
未
知
其
眞
際
也
（
尚
ほ
未
だ
其
の
眞
際
を
知
ら
ざ
る
な
り
。）。」

と
し
て
そ
の
「
真
相
は
わ
か
ら
な
い
」
と
呂
思
勉
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
呂
宗
力
の
呂
思
勉
の
考
証
の
ま
と
め
方
は
問
題

で
あ
る
。

一
〇
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三　

林
旅
芝
著
『
鮮
卑
史
』
に
つ
い
て

こ
こ
に
、
林
旅
芝
著
『
鮮
卑
史
』（
波
文
書
局　

一
九
七
三
年
）
の
北
魏
の
廃
仏
の
記
述
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
同
書
「
第

二
十
五
章　

拓
跋
鮮
卑
之
宗
教
」
第
二
節　

佛
教　

三
七
五
頁
に
、

太
平
真
君
五
年
（
公
元
四
四
四
年
、）
正
月
、
戊
申
、
詔
王
公
以
下
至
庶
人
以
私
養
沙
門
巫
覡
於
家
者
皆
遣
詣
官
曹
。
過
二
月
十
五

日
不
出
、
沙
門
巫
覡
死
、
主
人
門
誅
。
並
斥
佛
教
為
「
西
戎
虚
誕
、
妄
生
妖
孽
。」
其
年
九
月
而
玄
高
、
慧
崇
被
殺
。
太
平
真
君
七

年
（
公
元
四
四
六
年
）
二
月
、
拓
跋
燾
至
長
安
、
在
佛
寺
見
大
有
兵
器
。
燾
怒
、
疑
與
蓋
呉
通
謀
。
命
誅
闔
寺
沙
門
。
閲
其
財
産
、

得
醸
具
及
州
郡
牧
守
冨
人
所
寄
藏
物
以
萬
計
、
又
爲
窟
室
以
匿
婦
女
。
崔
浩
因
説
燾
悉
誅
天
下
沙
門
、
毀
諸
經
像
、
燾
従
之
。
寇
謙

之
與
浩
固
爭
、浩
不
従
。
先
盡
誅
長
安
沙
門
、焚
毀
經
像
。
并
勅
留
臺
下
四
方
、令
一
用
長
安
法
。
於
是
年
（
公
元
四
四
六
年
）、三
月
、

下
詔
、
其
文
自
謂
、「
承
天
之
緒
欲
除
偽
定
眞
。
復
羲
農
之
治
。」
此
蓋
自
以
為
継
王
之
問
統
、
用
寇
・
崔
之
説
也
。（
太
平
真
君
五

年
（
四
四
四
年
）
正
月
戊
申
に
詔
し
て
、
王
公
以
下
、
庶
人
至
る
ま
で
以
っ
て
沙
門
・
巫
覡
を
家
に
私
養
す
る
者
、
皆
、
官
曹
に

遣
詣
せ
よ
。
二
月
十
五
日
を
過
ぎ
て
出
で
ざ
る
は
、
沙
門
・
巫
覡
、
死
し
、
主
人
門
誅
。
並
び
に
佛
教
の
為
「
西
戎
の
虚
誕
、
妄
り

に
妖
孽
を
生
む
。」
を
為
す
を
斥
く
。
其
年
、
九
月
に
し
て
、
玄
高
、
慧
崇
殺
さ
る
。
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
二
月
、
拓
跋
燾
、

長
安
に
至
り
、
佛
寺
に
在
り
て
大
い
に
有
兵
器
あ
る
を
見
る
。
燾
、
怒
り
て
、
蓋
呉
と
の
通
謀
を
疑
ふ
。
寺
を
闔
（
と
）
じ
沙
門
を

誅
す
る
を
命
ず
。
其
の
財
産
を
閲
し
、
醸
具
を
得
、
及
び
、
州
郡
牧
守
・
冨
人
、
寄
藏
す
る
所
の
物
、
萬
計
を
以
っ
て
し
、
又
た
、

窟
室
為
る
は
以
っ
て
婦
女
を
匿
す
。
崔
浩
、
燾
に
悉
ご
と
く
天
下
の
沙
門
を
誅
し
、
諸
經
像
を
毀
す
べ
き
を
説
く
に
因
り
、
燾
、
之

に
従
ふ
。
寇
謙
之
、
浩
と
固
よ
り
爭
ひ
、
浩
、
従
は
ず
。
先
に
盡
ご
と
く
長
安
沙
門
を
誅
し
、
經
像
を
焚
毀
す
。
并
は
せ
て
、
留
臺

に
勅
し
て
四
方
に
下
し
て
、
令
す
る
こ
と
一
へ
に
長
安
の
法
を
用
ふ
。
是
の
年
（
四
四
六
）、
三
月
、
詔
を
下
し
て
、
其
の
文
自
ず

か
ら
謂
ふ
、「
天
之
緒
を
承
け
、
定
眞
を
偽
は
ら
ん
と
す
る
を
除
か
ん
と
欲
す
。
羲
農
之
治
に
復
さ
ん
。」
此
れ
蓋
し
自
ら
以
っ
て
継

王
之
統
を
問
は
ん
と
為
し
、
寇
・
崔
之
説
を
用
ひ
ん
と
す
る
な
り
。）

一
一
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と
あ
る
。『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下　

と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
、
こ
の
林
旅
芝
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
記
述

に
は
問
題
は
な
い
が
、林
旅
芝
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
の
記
述
に
は
誤
り
が
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、次
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

林
旅
芝
の
「
太
平
真
君
七
年
（
公
元
四
四
六
年
）
二
月
、
拓
跋
燾
至
長
安
、
在
佛
寺
見
大
有
兵
器
。
燾
怒
、
疑
與
蓋
呉
通
謀
。
命
誅
闔

寺
沙
門
。
閲
其
財
産
、
得
醸
具
及
州
郡
牧
守
冨
人
所
寄
藏
物
以
萬
計
、
又
爲
窟
室
以
匿
婦
女
。
崔
浩
因
説
燾
悉
誅
天
下
沙
門
、
毀
諸
經
像
、

燾
従
之
。
寇
謙
之
與
浩
固
爭
、浩
不
従
。
先
盡
誅
長
安
沙
門
、焚
毀
經
像
。
并
勅
留
臺
下
四
方
、令
一
用
長
安
法
。（
太
平
真
君
七
年（
四
四
六
）

二
月
、
拓
跋
燾
、
長
安
に
至
り
、
佛
寺
に
在
り
て
大
い
に
有
兵
器
あ
る
を
見
る
。
燾
、
怒
り
て
、
蓋
呉
と
の
通
謀
を
疑
ふ
。
寺
を
闔
（
と
）

じ
沙
門
を
誅
す
る
を
命
ず
。
其
の
財
産
を
閲
し
、
醸
具
を
得
、
及
び
、
州
郡
牧
守
・
冨
人
、
寄
藏
す
る
所
の
物
、
萬
計
を
以
っ
て
し
、
又

た
、
窟
室
為
る
は
以
っ
て
婦
女
を
匿
す
。
崔
浩
、
燾
に
悉
ご
と
く
天
下
の
沙
門
を
誅
し
、
諸
經
像
を
毀
す
べ
き
を
説
く
に
因
り
、
燾
、
之

に
従
ふ
。
寇
謙
之
、
浩
と
固
よ
り
爭
ひ
、
浩
、
従
は
ず
。
先
に
盡
ご
と
く
長
安
沙
門
を
誅
し
、
經
像
を
焚
毀
す
。
并
は
せ
て
、
留
臺
に
勅

し
て
四
方
に
下
し
て
、
令
す
る
こ
と
一
へ
に
長
安
の
法
を
用
ふ
。）」
は
、
前
掲
の
『
魏
書
』
釈
老
志
に
相
当
し
て
お
り
、
こ
れ
は
第
二
回

目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
年
）
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
前
掲
の
『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
に
相
当
す
る）

（（
（

。
従
っ
て
、『
魏
書
』

巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下　

と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
、
太
武
帝
が
沙
門
・
巫
覡
を
取
り
締
ま
る
前
に
蓋
呉
の
反
乱
が
あ
る
の
で
あ

り
、
林
旅
芝
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
の
記
述
は
誤
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
で
は
な
く
て
太
平
真
君
五

年
（
四
四
四
）
と
す
べ
き
で
あ
る）

（1
（

。

四　

結

以
上
、
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五

～
二
五
二
頁
）
の
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
述
べ
、
更
に
、
呂
宗
力
の
論
述
に
お
け
る
引
用
文
献
で
あ
る
呂
思
勉
著
『
両

一
二
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晋
南
北
朝
史
』（
台
湾
開
明
書
店　

一
九
六
九
年
〈
民
国
五
十
八
〉） 「
第
八
章　

宋
初
南
北
情
勢
」
三
七
五
頁
と
林
旅
芝
著
『
鮮
卑
史
』（
波

文
書
局　

一
九
七
三
年
） 「
第
二
十
五
章　

拓
跋
鮮
卑
之
宗
教
」
第
二
節　

佛
教　

三
七
五
頁
の
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解

を
述
べ
た
。

北
魏
の
廃
仏
は
、
太
延
四
年
（
四
三
八
）
三
月
に
第
一
回
目
が
行
わ
れ
た
。
第
二
回
目
は
、
六
年
後
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
正

月
で
あ
る
。
第
三
回
目
は
更
に
、
二
年
後
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
三
月
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
回
の
廃
仏
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
第
一
次
資
料
で
あ
る
『
魏
書
』
巻
四
上 

世
祖
紀
第
四
上
・『
魏
書
』
巻
四
下 

世
祖
紀
第
四
下
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
三
回
の
廃
仏
の
様
相
を
知
る
為
に
は
こ
れ
ら
の
資
料
だ
け
で
は
北
魏
の
廃
仏
に
つ
い
て
の
全
て
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
宋
書
』

索
虜
伝
、『
魏
書
』
釈
老
志
、『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
三
、
宋
紀
五
、
文
帝
元
嘉
十
五
年
、『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文

帝
元
嘉
二
十
一
年
（
四
四
四
）、『
高
僧
伝
』
巻
十
曇
始
伝
（
大
正
五
十
・
三
九
二
中
） 

等
々
の
多
く
の
資
料
を
も
駆
使
し
な
け
れ
ば
そ
の

様
相
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
拙
稿
に
お
い
て
は
、『
魏
書
』
巻
四
下
、
世
祖
紀
第
四
下
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
り
、
太
武

帝
が
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
出
す
前
に
蓋
呉
の
反
乱
が
あ
る
と
し
た
。
更
に
は
、
長
安
寺
院
の
武
器

私
蔵
は
太
平
真
君
七
年
〈
四
四
六
〉
で
は
な
く
て
第
二
回
目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
詔
を
出
す
以
前
の
こ

と
で
あ
る
と
も
し
た）

（1
（

。

総
じ
て
、太
武
帝
が
沙
門
・
図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
発
布
し
た
の
は
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
で
あ
り
、蓋
呉
の
反
乱
は
『
魏
書
』
巻
四
下
、

世
祖
紀
第
四
下
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
、
太
平
真
君
六
年
（
四
四
五
）
だ
け
で
は
な
く
て
、
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
沙
門
・

図
讖
の
禁
絶
の
詔
を
出
す
前
に
も
蓋
呉
の
反
乱
が
あ
る
の
で
あ
り
、
長
安
寺
院
の
武
器
私
蔵
も
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
で
は
な
く
て

第
二
回
目
の
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
の
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
の
詔
を
出
す
以
前
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註
（1）
拙
論
「
北
魏
廃
仏
の
説
に
つ
い
て
―
―
蓋
呉
と
図
讖
と
僧
侶
の
関
係
―
―
」（『
小
此
木
輝
之
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

歴
史
と
文
化
』

一
三
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青
史
出
版　

二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉
年
）
四
〇
七
頁
。

（2）
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年
）
の
二
四
五
頁
に
、

「
盖
吴
之
乱
起
于
太
平
真
君
六
年
（
４
４
５
） 

，
长
安
寺
院
私
藏
兵
器
案
揭
发
于
太
平
真
君
七
年
，
而
禁
绝
沙
门
图
谶
诏
书
颁
布
于

太
平
真
君
五
年
。（
蓋
呉
の
反
乱
は
太
平
真
君
六
年（
四
四
五
）で
あ
り
、長
安
寺
院
の
兵
器
の
私
蔵
の
件
は
太
平
真
君
七
年（
四
四
六
）

に
摘
発
さ
れ
た
も
の
で
、そ
し
て
、沙
門
、図
讖
の
禁
絶
の
詔
は
太
平
真
君
五
年（
四
四
四
）に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。）」と
あ
る
。

（3）
註

（2）
参
照
。

（4）
本
拙
稿
「
一　

呂
宗
力
の
見
解
」
参
照
。

（5）
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五
～

二
五
二
頁
）
の
（
注
０
１
）
の
前
に
★
印
で
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
★
高
敏
先
生
是
中
国
史
学
界
的
名
学
者
，
也
是
我
所
熟
悉
，
尊

敬
的
前
辈
。
非
常
荣
幸
获
此
机
会
，
以
拙
文
恭
贺
先
生
八
十
华
诞
。
本
文
系
据
我
的
英
文
论
著
Ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ　

ｏ
ｆ　

ｔ
ｈ
ｅ　

Ｗ
ｏ
ｒ
ｄ
ｓ
：
Ｃ
ｈ
ｅ
ｎ　

Ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ｈ
ｅ
ｃ
ｙ　

ｉ
ｎ　

Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ｅ
ｓ
ｅ　

Ｐ
ｏ
ｌ
ｉ
ｔ
ｉ
ｃ
ｓ
，
Ａ
Ｄ
２
６
５
～
５
１
８
．

（
Ｏ
ｘ
ｆ
ｏ
ｒ
ｄ
：
Ｐ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ　

Ｌ
ａ
ｎ
ｇ　

Ａ
Ｇ
，
２
０
０
３
）
之
第
一
章
改
写
而
成
。
原
文
曾
以
日
文
〈
两
晋
南
北
朝
よ
り

隋
に
至
る
圖
讖
を
禁
絶
す
る
歴
史
の
真
相
〉
刊
载
於
《
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念
東
洋
學
論
集
》（
東
京
：
汲
古
書
院
，
１
９
９
６
，

２
４
３
～
３
０
１
頁
）。
本
文
在
英
文
和
日
文
稿
的
基
础
上
作
了
修
改
。」
と
あ
る
。
こ
こ
の
「
两
晋
南
北
朝
よ
り
隋
に
至
る
圖
讖

を
禁
絶
す
る
歴
史
の
真
相
」（『
中
村
璋
八
博
士
古
稀
記
念
東
洋
學
論
集
』
汲
古
書
院　

一
九
九
六
年
〈
平
成
八
〉
二
四
三
～
三
〇
一

頁
）
は
中
村
敞
子
・
李
雲
の
日
本
語
の
共
訳
で
あ
る
。
日
本
語
訳
だ
け
で
な
く
元
文
の
中
国
語
の
原
文
を
見
た
い
と
翻
訳
者
の
中
村

敞
子
氏
に
二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉
五
月
二
十
九
日
に
中
村
璋
八
先
生
の
一
周
忌
供
養
の
日
に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
山
梨
県

立
大
学
の
名
和
敏
光
先
生
の
と
こ
ろ
に
中
村
璋
八
博
士
の
蔵
書
は
全
て
寄
贈
し
て
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
名
和
先
生
に

お
尋
ね
し
て
調
べ
て
頂
い
た
が
、残
念
な
が
ら
不
明
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
呂
宗
力
御
本
人
も
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」

（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五
～
二
五
二
頁
）
の
（
注
０
１
）
の
前
の
★
印
で
述
べ

一
四
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て
い
る
よ
う
に
中
国
語
の
原
文
は
公
に
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
中
国
語
の
原
文
よ
り
も
先
行
し
て
そ
の
日
本
語
訳
の
翻
訳
が
公

に
な
っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
拙
稿
に
お
い
て
は
、
今
回
は
、
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生

八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

第
二
三
五
～
二
五
二
頁
）
を
も
と
に
し
て
こ
こ
に
考
察
を
し
た
。
ま
た
、

呂
宗
力
の
論
文
の
中
村
敞
子
・
李
雲
の
共
訳
の
「
两
晋
南
北
朝
よ
り
隋
に
至
る
圖
讖
を
禁
絶
す
る
歴
史
の
真
相
」（『
中
村
璋
八
博
士

古
稀
記
念
東
洋
學
論
集
』
汲
古
書
院　

一
九
九
六
年
〈
平
成
八
〉　

二
四
三
～
三
〇
一
頁
）
を
も
参
考
に
し
て
本
拙
稿
に
お
い
て
考

察
を
試
み
た
。
尚
、
本
小
論
に
於
け
る
中
国
語
の
本
文
入
力
は
、
従
来
の
一
字
一
字
の
入
力
で
な
く
、
五
十
嵐
恵
太
修
士
の
ス
キ
ャ

ナ
ー
入
力
に
よ
る
協
力
を
得
た
。
こ
こ
に
感
謝
の
意
を
記
す
。

（6）
北
魏
の
廃
仏
が
図
讖
の
禁
絶
と
同
時
期
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
興
味
を
覚
え
考
察
し
た
の
が
、
拙
論
の
「〝
北
魏
太
武
帝
の
废
佛

と
图
谶
禁
绝
に
つ
い
て
の
一
试
论
〟，
载
中
村
璋
八
编
《
纬
学
研
究
论
丛
》，
東
京
平
河
出
版
社
，
１
９
９
３
年
版
，
第
２
９
９
～

３
２
４
页
。」
で
あ
る
。
呂
宗
力
は
「
こ
の
中
で
比
較
的
に
流
行
し
て
い
る
見
解
で
は
、太
武
帝
が
崔
浩
と
寇
謙
之
の
影
響
下
に
あ
っ

て
、
道
教
を
崇
拝
し
、
仏
教
を
廃
棄
し
て
、
こ
の
よ
う
な
禁
令
に
な
っ
た
と
し
た
。」
と
し
て
筆
者
の
論
文
の
論
点
を
ま
と
め
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
従
来
、
北
魏
の
廃
仏
は
崔
浩
が
中
心
人
物
で
あ
る
旨
の
定
説
に
対
し
て
、
北
魏
の
廃
仏
は
崔
浩
よ
り
も

太
武
帝
が
中
心
人
物
と
し
て
行
な
わ
れ
た
と
し
、
呂
宗
力
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
廃
仏
と
図
讖
禁
絶
が
同
時
に
行
な
わ
れ
た
理
由
に

つ
い
て
「
滅
虜
者
呉
也
（
虜
（
魏
）
を
滅
ぼ
す
も
の
は
呉
な
り
）。」
の
図
讖
に
類
す
る
謠
言
を
後
ろ
楯
と
し
た
蓋
呉
の
反
乱
が
原
因

で
は
な
い
か
と
の
指
摘
を
も
こ
こ
で
し
て
い
る
。

（7）「
北
魏
の
図
讖
禁
絶
―
―
特
に
太
武
帝
時
に
つ
い
て
―
―
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』第
九
十
二
輯　

二
〇
〇
七
年〈
平
成
十
九
〉・「
北

魏
法
難
の
実
態
解
明
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
四
輯　

二
〇
〇
九
年
〈
平
成
二
十
一
〉）・「
中
国
に
於
け
る
北

魏
法
難
の
研
究
に
つ
い
て
」（『
大
正
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
十
五
輯　

二
〇
一
〇
年
〈
平
成
二
十
二
〉）・「
日
本
に
於
け
る
北
魏

法
難
の
研
究
に
つ
い
て
―
―
先
考
研
究
に
つ
い
て
―
―
」（『
宇
高
良
哲
先
生
古
希
記
念
論
文
集
「
歴
史
と
仏
教
」』
文
化
書
院　

二
〇
一
二
年
〈
平
成
二
十
四
〉）
参
照
。

一
五
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（8）
註

（7）
参
照
。

（9）
「
北
魏
廃
仏
の
説
に
つ
い
て
―
―
蓋
呉
と
図
讖
と
僧
侶
の
関
係
―
―
」（『
小
此
木
輝
之
先
生
古
稀
記
念
論
文
集　

歴
史
と
文
化
』　

青
史
出
版　

二
〇
一
六
年
〈
平
成
二
十
八
〉
年
）
参
照
。

（（1）
呂
宗
力「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年
）二
四
四
頁
、参
照
。

（（（）
更
に
、『
資
治
通
鑑
』
巻
百
二
十
四
、
宋
紀
六
、
文
帝
元
嘉
二
十
一
年
（
四
四
四
）
に
、「（
嘉
二
十
一
年
）
戊
申
、
魏
主
詔
、『
王
、

公
以
下
至
庶
人
、
有
私
養
沙
門
、
巫
覡
於
家
者
、（
胡
三
省
注
：
男
曰
巫
、
女
曰
覡
、
覡
、
刑
狄
翻
、） 

皆
遣
詣
官
曹
、
過
二
月
十
五

日
不
出
、
沙
門
、
巫
覡
死
、
主
人
門
誅
。』（
胡
三
省
注
：
門
誅
者
、
闔
門
尽
誅
之
）」（（
嘉
二
十
一
年
）
戊
申
、
魏
主
、
詔
し
て
、『
王
、

公
以
下
、
庶
人
に
至
る
ま
で
、
私
か
に
沙
門
、
巫
覡
を
家
に
養
う
者
有
る
は
、（
胡
三
省
注
：
男
は
巫
と
曰
い
、
女
は
覡
と
曰
ふ
、
覡
は
、

刑
狄
の
翻
、） 

皆
官
曹
に
遣
詣
し
、
二
月
十
五
日
を
過
ぎ
て
出
で
ざ
る
は
、
沙
門
、
巫
覡
は
死
、
主
人
は
門
誅
。』（
胡
三
省
注
：
門
誅
は
、

闔
門
、
尽
ご
と
く
こ
れ
を
誅
す
。）
と
あ
る
。

（（1）
『
資
治
通
鑑
』
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
の
記
述
と
林
旅
芝
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
の
見
解
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
蓋
呉
の
反
乱
は
太
平
真
君
五
年
（
四
四
四
）
正
月
以
前
と
考
え
ら
れ
、『
魏
書
』
釈
老
志
で
は
続
け
て
太

平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
に
関
し
て
の
記
述
が
存
在
す
る
。
つ
ま
り
、『
魏
書
』
釈
老
志
に
よ
れ
ば
、『
資
治
通
鑑
』
の
太
平
真
君
七

年
（
四
四
六
）
の
記
述
と
林
旅
芝
の
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
の
記
述
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

（（1）
筆
者
の
北
魏
廃
仏
の
説
に
つ
い
て
の
呂
宗
力
の
見
解
は
妥
当
な
部
分
と
不
可
解
な
部
分
と
が
あ
り
、
こ
の
妥
当
で
な
い
不
可
解
な
部

分
は
何
故
妥
当
で
な
く
て
不
可
解
な
の
か
の
解
明
を
今
回
、
本
拙
稿
に
お
い
て
詳
述
し
た
。
つ
ま
り
、
呂
宗
力
の
見
解
の
妥
当
な
部

分
と
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。〈
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
四
五
頁
）
に
、「
春
本
秀
雄
认
为
，
废
佛
禁
谶
出
于
同
一
理
由
：
据
《
宋
书•

索
虏
传
》
和
《
魏
书
，
释
老
志
》，

北
魏
当
时
流
传
一
谣
谶
：〝
灭
虏
吴
也
。〝
太
武
帝
〟
甚
恶
之
〟。
及
盖
吴
乱
起
，
其
名
恰
与
瑶
合
，
太
武
自
然
不
能
容
忍
，
必
平
之
而

后
快
。
恰
又
在
此
时
发
现
寺
院
有
通
盖
嫌
疑
，
加
上
崔
浩
等
人
的
煽
惑
，
遂
有
废
佛
禁
谶
之
举
。
此
说
较
旧
说
圆
满
，（
春
本
秀
雄
は

一
六
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次
の
よ
う
に
考
え
た
。
つ
ま
り
、
廃
仏
、
禁
讖
は
同
一
の
理
由
に
よ
る
と
し
た
。『
宋
書
』
索
虜
伝
と
『
魏
書
』
釈
老
志
に
北
魏
当
時

の
一
謠
讖
で
あ
る
「
虜
を
滅
す
る
は
呉
な
り
」
が
流
伝
し
て
い
た
と
あ
る
。
太
武
帝
は
は
な
は
だ
こ
れ
を
悪
み
、蓋
呉
の
乱
起
に
及
び
、

そ
の
名
が
知
れ
渡
る
こ
と
が
、
太
武
帝
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
容
認
で
き
ず
、
こ
れ
を
征
伐
し
な
け
れ
ば
気
が
す
ま
な
か
っ
た
。
あ

た
か
も
ま
た
こ
の
時
に
寺
院
に
蓋
呉
に
通
じ
て
い
る
嫌
疑
を
発
現
し
て
、崔
浩
等
の
煽
惑
も
加
わ
り
、つ
い
に
、廃
仏
禁
讖
の
挙
が
あ
っ

た
と
し
た
。
こ
の
（
春
本
）
説
（
筆
者
の
説
）
は
従
来
の
説
（
呂
思
勉
の
説
）
と
比
較
し
て
（
そ
の
欠
を
補
っ
て
い
て
）
円
満
充
実

し
て
い
る
。）」
と
あ
る
。
こ
の
部
分
の
呂
宗
力
の
見
解
は
大
筋
評
価
で
き
る
。
註

（7）
参
照
。〉。
ま
た
、
呂
宗
力
の
見
解
の
不
可
解
な

部
分
と
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。〈
主
に
は
、
本
拙
稿
「
一　

呂
宗
力
の
見
解
」
を
参
照
さ
れ
た
し
。
つ
ま
り
、
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝

至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五
～
二
五
二
頁
） 

の
不
可
解
な
見

解
の
部
分
は
、
呂
宗
力
「
魏
晋
南
北
朝
至
隋
禁
毀
讖
緯
始
末
」（『
高
敏
先
生
八
十
華
誕
紀
念
文
集
』
北
京 

綫
装
書
局 

二
〇
〇
六
年　

二
三
五
～
二
五
二
頁
）
の
論
文
に
お
い
て
、
林
旅
芝
著
『
鮮
卑
史
』
を
引
用
し
て
論
を
展
開
し
て
、〈
林
旅
芝
著
『
鮮
卑
史
』（
波
文

書
局　

一
九
七
三
年
） 「
第
二
十
五
章　

拓
跋
鮮
卑
之
宗
教
」
第
二
節　

佛
教　

三
七
五
頁
〉
の
「
誤
り
」
を
も
呂
宗
力
は
「
是
」
と

し
て
認
識
し
て
自
説
の
論
を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
起
因
し
た
も
の
と
考
え
る
。
本
拙
稿
「
一　

呂
宗
力
の
見
解
」・「
三　

林
旅
芝
著

『
鮮
卑
史
』
に
つ
い
て
」
参
照
。
ま
た
、〈
呂
思
勉
著
『
両
晋
南
北
朝
史
』（
台
湾
開
明
書
店　

一
九
六
九
年
〈
民
国
五
十
八
〉） 「
第
八

章　

宋
初
南
北
情
勢
」
三
七
五
頁
〉
の
主
張
を
呂
宗
力
は
曲
解
し
て
い
る
こ
と
も
今
回
、
指
摘
し
て
明
瞭
に
し
た
。
本
拙
稿
「
二　

呂
思
勉
著
『
両
晋
南
北
朝
史
』
に
つ
い
て
」
参
照
。〉。
従
っ
て
、
北
魏
太
武
帝
の
第
二
回
目
の
廃
仏
や
図
讖
禁
絶
の
詔
が
出
た
後
に
、

蓋
呉
の
反
乱
が
あ
り
、
第
二
回
目
の
廃
仏
や
図
讖
禁
絶
は
蓋
呉
と
関
係
が
な
い
と
考
え
た
の
な
ら
ば
、
何
の
為
の
図
讖
禁
絶
な
の
か
、

何
の
た
め
の
廃
仏
な
の
か
の
そ
の
理
由
が
、呂
思
勉
の
言
う
よ
う
に「
尚
未
知
其
眞
際
也（
尚
ほ
未
だ
其
の
眞
際
を
知
ら
ざ
る
な
り
。）。」

と
な
り
、「
真
相
は
わ
か
ら
な
い
」
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
蓋
呉
と
廃
仏
や
図
讖
禁
絶
が
関
係
の
な
い
も
の
と
し
た
の
な
ら
ば
、
何

の
理
由
で
廃
仏
や
図
讖
禁
絶
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
仏
教
を
内
包
し
た
寇
謙
之
を
信
奉
す
る
太
武
帝
に
と
っ
て
、
蓋
呉
以
外

の
理
由
で
廃
仏
や
図
讖
禁
絶
の
詔
を
出
す
決
定
的
な
理
由
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
註

（7）
の
拙
論
参
照
。

一
七


